
第三章 啓蒙的組織 と しての学会 ､報刊 ､学宝

前一節 概 観

本輩においては､啓崇的組轍としての学会､朝刊､学笠を取り上げる｡

中国においては､伝統的に儒教にもとずく教化が行われ､朱子学に典型的に見られる君臣､父子､

長幼を区別した教育が行われ､そこには､ヨーロッパの啓崇思想に見られるような､人間に対する平

等思想､人権を守るという考え方は見られなかった｡

アヘン戦争以後､中国の侵略と共に､西欧の啓崇思想も中国に旅人して来ることになる｡

その12i本は､人間平等と人権遵守の考え方であるが､イギリスによるアヘン流入により､アヘン吸

飲問題が超こり､ここに､伝銃的な儒教教化の問掛 こ加えて､アヘンによる人TiiJ疎外の問題などが新

しくクローズアップされて来た｡

そこで､本章においては､まず､一般的な生活における社会啓崇紙軌 こついて考案して行く｡

すでに見たように､中国においては､儒教的な教化思想は見られたが､西欧風の一般的な社会生活

における啓蛍思想は見られ11かった｡

しかし､変法期になると､独立富強の国家を作るための人材の賛成の輩桁もあり､社会生活を有:i.i

掛 こ行うべく､披胡片煙会などの設立が見られた｡

もっともアヘン問題は､中国固有の間迎ではなくそれは西欧がもたらしたのであったので､7へ/

戦争以後､宣教師などにより､アヘン吸飲禁止の問題が取り上げられた｡

それが､変法期に入ると､中国人自身の問題として､変法言剛こよって取り上げられるようになる｡

また､伝統的な中国の持っていた､人権間道としては､女性の問過､掛 こその脱 調RZiがあったが､

最初にこれを取り上げたのは､西欧の宣教師の夫人達であった｡

これらの外国人の運動に触発され､変法期になると､富国強兵の人材隼成の意図もあって､変法派

により､不堪足会が組擬されて行くようになる｡

これから､各節において､社会生活における啓蛍的組轍と女性に対する啓-R的租税について見て

行く｡

第二節 社会生活における啓蒙的組叔

すでに､概税において見たように､伝統的な中匡=こおいては､偶数の教化思鮒 ま見られたが､ヨー

ロッパにおいて､発達した啓毅思想は見られなかった｡

しかし､変法則になり､外国の位略に抵抗し､独立屈強の中国を形成して行く人材を社成して'r.T′

ことが急務となると､変法派により､啓栄的組織が作り上げられて行くことになる｡

一般的な社会生活の啓敬的租税の一つに延年会が見られた｡これは､人生を一個の人材として､祉
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金に更献するように卯暖磨する組織であった｡

また､すでに述べたように､7ヘン吸飲の問掛こl娼して､､アヘン頗禁論が柿朝によって耽り上げ

られ､7ヘン戦争となった｡

この戦争に敗北した結果､皮肉にも､中国に常々として､アヘンが流入するようになった｡このア

ヘ ンの流入に対しては､栢朝もさることながら､アメリカ人宜教師のキング牧師などが反対した｡t

変法矧になると､独立富強の国を作るための人材養成のため､アヘンの禁止を訴え､変法派の人々

によって､戒朝片焼金が設立された｡また､寺号年のための啓崇的な朝刊として r碍年Jがあった｡

ここでは､一般の社会生活の啓壁紙轍の印例研究として､破邪片唐金を取り上げる｡

節一項 戒鶴片煙会

はじめに

本項では､変法遊動における学会の役割の印例として戒朋片煙会を取り上げ､その設把､横fTE､･参

加者､意我等について考然して行く｡

アヘンの間掛 ま､中国近代史にとって大きな問題であったと思う｡まず､イギリスのアヘン売り1△

みに対する､満朝州の対応の問題として､アヘン厳禁論､弛禁論､などがあったことは､よく知られ

ている所であるが､結局､アヘン頗群論が採用され､アヘン戦争となり､アヘン戦争に敗北の桔梨､

中国が世界史の近代の中にまき込まれアヘンがいよいよ流入して来ることになる｡

アヘンの間掛 こついて論じた著怨や論文があるのでそれを紹介しながら聞迎点を明らかにして行き

たい｡まず r弧片IJf剛 ①であるが､これは､明の万歴年l馴 らゝ､光軸年間にかけてのイギリスのア

ヘン売り込みの過程､アヘンが中国に鼓した宮砧､中国のアヘン対取､アヘン戦争後のアヘンの輸入

状態､これに対する中国､イギリスの政餌､Ltr論などを概説したものであり､アヘンの問題の研究の

手懸りとして出盛である｡背苛は李圭である｡

虫近､73年に台治から中国史学恭切のもち編の-として刊行されているので見易くなった｡掛 ここの

本の序言で林孟工氏が､

｢アヘンが中国をして亡国滅棚の危険に沈める励大の輩兼であり､洪水や杵獣の禍省が遠く比ぷペ

くもないことは､一般の人が洞見している所であり､多言を安さないだろう｡｣②と去っているのが

至言である｡

その他アヘン問題を放り上げた智者としては天津日報から出版された r朝片刷 ③があり､これに､

アヘンr.'り超の歴史､光緒32埠の禁相の上論､同年の限禁朝片横車程､台掛 こおけるアヘンの問題など

が載せられている｡

その他アヘンのr欄 については､虫朝提Lu文三崩にもその6昭 に特に禁畑④として特娘されてお'J､

また､r知WT削 ､⑤ r油粕J､⑥r75国公報JOなどにも散見できるので 1､2例をあげる｡

まず､監制経世文三絹60笹では､鄭触応が､｢禁煙｣と過して次の様に述べている｡
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｢丁へンの宵は深い｡真幸糊の講も又､おびただしい｡始めてこれをあつかうには､急ぎすぎても

これを失うが､ゆるすぎても､ついにこの不治の病気が適揃として宇笛に充過して､その放嶺は収

拾でさすに今E)に至っている｣⑧と述べており､丁へン間組の凍刺さをついている｡

っいで張之洞も ｢不JA足会費程aJ⑨で､阿片の背を述べ､刺 状 の低下を甜 している｡

また､r万国公別 では､山稚谷が､｢吸朝片別不惟有為削 ⑦を書き､アヘンの吸飲が人riIを啓 う

ことを述べている｡

さらに王領敏氏も､その菅､r晩満政治思想'&Jlの中で､このようなアヘン間掛 こ対 して各地に蔽

畑会が設立されていることを述べておられる｡⑩

以上､丁へンrnrJ過の歴史と､戒煙会の設立について多少触れたが､節一に､その設正について考案

する｡

1､戒a片煙会の投*

成功片煙金の投掛 こついては､徐動の ｢戚胡片健全序｣によれば､

｢今掛 ここの金を創始したのは､その軽薄な風を正し､日本の良法 (明治継新においてアヘン

を戯黙したこと)をつぎ､トルコやベトナムの覆軌 こかんがみて､妖を食するのを戒めた｡-こ

いねがはくば､八股文のことや組足のことと共にアヘンを地球から絶滅すれば､個人も家も国家

も儒教もともに戦敵の,li!にすこし息をつくことができる｡すなわち維新の様は､富強の本であり､

またこれを基礎としている｡｣①

とあり､この会は､日本が明治維新において､アヘンを厳黙した良法にならって､アヘンをやめよ

うとしていることが知られ､八股文と組足とアヘン吸飲をやめることにより､維新の訪国強兵辞に見

習い中国を富強の国にしようとしている様子がうかがわれる｡

また破籾片煙会費程の那1灸には

I､アヘンを吸飲する軌 ま､人々が良く知っている所であるが､その習俗がすでに久しくなってい

るので､丁へン吸飲者の友人で､それをいましめる者もいない｡だから崩-Pは除きがたいので､

今掛 ここの会を設け､相互に戒めあって､この音をなくそうとするものである｡⑫

とあり､アヘン吸飲の笹が周知の申実であることが述べられ､戒幼片煙会を設けることにより､た

がいにいましめ合って､この皆をなくそうとしていることが知られる｡

なお､液状片健全のことを知るのには､章程が便利であるので､さらに16灸よりなる牽掛 こもとす

いて､講を展脱して行きたい｡

つぎに設芯Jb所であるが､輩提第10条によれば､

10､本会は､日-B級浜中国大同学校に捨金を置き､広中省城興隆大的公尊重､隻Il喝:下街知新背局､

香港頚字報藩主gi房､湊門大井頭知新報､上海大馬持泥城磯大同訳び局､広酉省城聖学会等の

処に分会を作る｡⑬
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とあり､総会が､El本横浜の中国大同学校におかれ､分会が広舘､香港､卓即LJ､上海､広西など;

紅かれたことが知られる｡

また設立年代については､この戒朝片鍾金華控が､光描24年凹3月21日の r知新剛 節51mに見.

ていることから､そのすこし前だと考えられる｡

以上､戒胡片煙会の設掛 こついて述べたが､つぎに戒切片唐金の横能について考察する｡

2､戒8片煙会の機能

費掛 こもとすいて､破邪片理会の機能について見て行く｡まず､入金手挟､入会者の礁掛 こつい7

明らかにして行く｡

牽鐙郡2灸から第6粂までと第1峰 ､第14集には､次のように見えている｡

2､入会者は､其の姓名､本播､現住所､屈歴啓を甘さ､刊行に備え､会活のために用いる｡

3､凡そ入会者は､アヘンを吸うことはできない｡もし入会後､なお例に犯く者があるJA合は

同人を粥悲 し､確かに証弘があれば､すぐに本金に報告し､当該者名を取り除き､永遠にILカ

まにしない.その上棟帆紙を発行してそれに載せ､穀を唱らして之を改めるの忠を示す｡

4､凡そ入会者であって､もし自主全楓があるならば､家内､店内において､アヘンを吸う器Zj

を備えることはできない｡それに適う者は､犯例を論じ､その子弟および家の者連は､必ず増

friに束縛されアヘンを吸うことはできない｡

5､入会後は､必ず広く摂収か友人に勧め､その掛 ､習tnをやめ､みずから我が民族を強くし'i
ければならない｡

6､以前より､Tへンを吸飲し､すでに申苛が治った掛 ま､必ずしも入金させない｡アヘンをや

めるのを待ってから名を報じて､入金を可となすべきである｡

10､-･･･入金したい-････と思う割 ま･分会に往いて名を告げて入会を乞う･--べきである｡

14､凡そ入会の人の趣意& ･･-は､其の他 こか ､ところの並軌 こ掛 ､､茄ZPから節あるいは月ご

とに本会に送る｡⑯

とあり､入会希望都 ま分会に往いてその名を告げ､入金の許可を受けること､入会者の趣意軌 i並

坤を威 して本会に送ること､入会する場合には､姓名､本臥 現住所を甘くことになっていたこと､

入会省は丁へンを飲まないこと､入会後アヘンを吸飲した場合には､永久に除名されること､入会粥

で､世･･汀は や店主である者は､家や店に吸飲の器月を酌 ずゝ､その子弟､家族も厳禁されていたこと

が知られる｡また入会後には･胡戚や友人にも広くアヘンをやめることをすすめること､以前アヘン

を吸飲していたものは､7へンの吸飲をやめてからはじめて入金が許されることになっていたのがわ

かる｡

つぎにアヘンをやめる良い方法などについて見て行く｡すなわち牽脚 7条と祈8灸には､

7､本金の脱会を成ってアヘンをいましめる良法とアヘンをいれ める歌､7へンをいれ め.ち
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文を博く採り､みな輯めて本とし､全国に遍く送り､アヘンをやめるのを貿け､もし家伝(つ

秘法があれば､それを知らない者の為に本会に送られるよう切望する｡手紙代としては本脚を

郵送する｡

8､本会が将来送る所のTへンをいましめる良法の各軌 ま､広く伝播しないといけないので更に

機関紙にのせて報告し､渚に周知させる｡⑬

とあり､丁へンをいましめる方法や歌や文章をまとめ､本にし全国に発送し､周知させるというの

である｡

ついで寄附や会計について見て行く｡すなわち､章樫､第9､第12､第14､第15条には次のように

見えている｡

9､本会例は､寄附を強いない｡人々が従い易くして声気を広めようとするものである｡もしil'

附を首んでする省があればそれを聴き､得た寄附金を駈時横朋班に載せ､芳志を乾す｡

12､本金が所待した寄附で使用したものを除いて残っている寄附金は､捨金で保管し､将来携帯

を創始する時の㌍用とする｡それは商会､両帝のようなgT柄である｡

14､凡そ入会者の･･.寄附は､31の地に近いところの亜群から節あるいは月ごとに本会へ送る｡

15､本金は句年金銭を若干奨め､兜用を支払う｡それは借明細空目こ省き株的紙に載せて大方のLf,!

用を,FLiる｡⑩

とあり､寄附は強制しないで､寄附のあった場合は､当地の並gTを適して本会に送り､Ijgた寄附に

ついては､随時機関紙に載せ､余った寄附については､本鰍 こ保管し､将来の蕃革の乃用に備えるこ

とが知られる｡また､日常的に必要な費用は会21を取り､それで当てており､ちゃんとした会計軸空.･

を横朋紙にしていることがわかる｡

つぎに釆程第2､郡11､苅13集を適して､会掛 こついて明らかにして行く｡

2､前出

11､本会の発行する所の各等軌 ま､抜柊を待って総会に還す｡捨金は､名前を排列して捲冊を設

ける｡

13､本会の群簿は､召人で lmlとする｡････.･①

とあり､金槽の内容としては､姓名､本柵､現住所､履歴谷をVくことになっていた｡また金狩と

しては､他の学会でもやっているようにまず等fmを発行する｡盲人で 1冊とし､年の終りに捨金に屈

し､捨金で名前ごとに､排列して捨冊とすることが知られる｡

叔後に役flについて見て行く｡

10､････-あるいは地坪になりたいと思う者があれば､分会に名前を告げて入会を乞い或いは､別

にぷ譜を放り寄せ広く金flを招来すべきである｡

)3､--･凡そ本会が発行した群掛 ま､人々に入会を勧め､ 日付を満たす捌ま､imJfに推し､10nu

を鏑たした者には小分会を設けさせる｡

-163-



16､棒金は､司fJT6人を設け､分会は､司IJr､4人を設け､会FPの各印のhB任を持たせ､倍同志

にその役を領 したので給料ほ受けない｡⑩

とあり､役貝としては､捨金には丑印と司gTがあり､輔4日土会Elをふやし､串m l冊を満たした前

がなるrJTが出来､司tTHま6人おり､金中の各印のZE任を持っていたことが知られる｡また分会には､

分会長と司群がおり､分会長には等梧10冊を満たした者がなり､その下に司gIが4人おり､金中の各

呼の焚任を持っていたことが知られる｡なお､これらの役員はいずれも給料を受けなかったことも知

られる｡以上､入会手焼き､アヘンをやめる良法､寄附､会計､会浩､役員等､戒甥片煙会の横能に

ついて述べたが､つぎに成功片煙会の参加者について述べて行く｡

3､戒幼片捷会の参加老

成胡片健全の参加者について表示しておく｡

官tkCRliそれこ1tb

戚朝片機会の参加-a-については序を研いた創始者徐勤しか判明していないので､さしあたって徐勤

について触れる｡

徐勤については､勘志的氏によれば､次のように述べられている｡

｢徐勤は､字は召勉､広架三水LRの人､邑厚生であり､蝕有鞄の弟子である.

光軸27年から28年の閲､湊門の r知新Ⅶ｣の撰述に任せられ､r知新報い こおいて､変報を‡1'

伝するだけでなく､またすぐ､上海の r時務報Jの撰文となり､その主=著に､｢中国の皆を除く

の議｣がある｡･････.その中で科挙制皮を弾劾して封祉扶治者段芦削まそれを見てtnった｡-･･

2畔 戊成､El本蛾浜の大同学校校長に任せられる｡･･････⑩

とあり､彼は､広RT省の人で､階層としては末流の生見であり､頗有為の弟子で､r知新頼J､r時

務報Jに関係したこと､横浜の大同学校長になったことが知られている｡また思想的にはかllり､ラ

ディカルであったことがうかがわれる｡

4､戒叫片捷会の去載

すでに述べ､また用知のように丁へン吸飲は､地峡によくなく､労助力を低下させ､人劃兎人にし､

ついに死に至らしめ､国力も失なわせかねない顔刻なIHJ題であった｡

それが7-ン朝LlI前から厳禁論を存在させた理由であり､中Eqにとって怒案の却項であった｡

変法派の人達も当然このtPに目をつけ､朋頗維持と労働力の確保による中Egの独立富強も戯って.

この戒判片健全が作られている｡
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戚鶴片煙金が変法期の学会の中で架たした役割は､啓蛍的なそれであったと云えるが､この運動は

当然変法期の学会だけの問題ではなく､中国近代史の中において遡綿として税く頚要な問題であり､

近代史上においては､破邪片蛭会は祭梱史の一頁をかざるものであり､その役割には大きなものがあっ

たと云えよう｡

その証拠に､王相敏氏も次のように云っておられる｡すなわち､

｢酒代には､各地で成立した所の戚姻会ははなはだ多く､すでに筆者の見る所でも､桂林､広

州､香港､沃門､杭州､立興､長洲､大原､丑鎖庁､興事､確州､広丑､式年､鉄崩､磐石等に

ある｡もとより､すでに相当多い｡光祐30年以後は､各地に官立の戒梱局が多く戒姻会を名と

しており､また多くの成梱金が､液相局所と改められており､後のこの類の局所は各地に唐設け

られ､碓列するにたえない--｣⑳

とあり､渦代には､各地に液相会かせ設立され､光緒30年以後は､官立の戒姻局が各脚 こ設けられ

ることになった｡

又五校2年にも､相 国民放蛸縫金が設立され､激しい禁梱運動が展開されている｡⑳

以上､破朝片健全の忠掛 こついて考察した｡

おわUに

成功片煙会について言放して来たが､アヘン問用の深刻さと､それに対する戒幼片健全をはじめと

する液相会の対応がみられ､アヘンの問題は近代史上､頚要な問題であり､今後も研究されなければ

ならない問RZiだと考えられる｡

その折､rtiJ畑となるのは､官立の奴欄局､中国における丁へン栽培､それに対する課税､7へンに

関する外交I甥係等を含むアヘン群止運動の歴史だと思われるが､それについては今後の課題とした

い｡

次節においては､女性に対する啓蛮姐鰍 こついて触れる｡

第三師 女性に対する啓蒙的組擬

すでに､耶二華耶三節で見たように､従来掃人の態は才能のない群であり､生産労働を行わず､分

配を受ける立JAにtlんじていた｡

しかし､変法XFJになると富国強兵のために女性も教育しなければならないという考えが起こり､女

学塁などにより､その救pffも釆践されるようになった｡

しかし､女性の人掛 ま､また十分等誼されておらず､架代からの汝足の苦しみにあえいでいた｡

このj*足の苫しみから､中国女性を救おうとして最初に立ち上がったのは､詐一節で見たように､

同性である､外国人工【教師の夫人達であった｡

変法例になると､変法派の人達も､女性の人材に日をつけ､独立有髄の中国を作り上げて行くため.
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継足反対の超勤を行うようになり､それは各地に広がり､特に変法派の子女遠を率先 して､その会

に入れるようになった｡

今､女性に対する啓蛍運動の印例研究として不jA足会を取り上げる｡

節一項 不a足金

はじめに

変法運動における学会の役割の印例として本項では､不鎖足金を取り上げる｡ここではまず､不樽

足会の先駆として､天足金に触れ､ついで不j*足会について述べ､赦後に不凍足会の学説史的なまと

めと本小論の軌年収序を明らかにして行く｡

ます不JA足会成立以抑 こ新教､旧教の外人宣教師､ならびにその伝心既体により､浅足の持つ非人

道性が明らかにされ､紙屋反対の運動が起こされている｡

テイモシー･リチャ-ドの自伝によれば､天足金が犀門において､赦初､ロンドン伝道教会のマッ

クゴワン夫人により始められ､それが71キーパルト･リトル夫人の手によって1895年LI月朽出発さ

れたことが知られる｡この天足金にはJJトル夫繋が中心となり､リチ十-ド夫蚕も協力していた｡そ

してこの会の主旨は､キリスト卸町人並主義にもげ くさ足の禁止であった｡①

このような状況の中で変法派の架啓超などが不JA足全を役立したのであったが､今変結締の不甘足

金を考集するに当たって､今までの学説史的な准理を慨印に拭みて放きたい｡

すでに述べたように､A･リトル夫人などにより天足金が設立されたが､このFt.JのlJT冊 こついては､

リトル夫人の抑 ▲IntlmateChlna･に榊しい｡②またI)チ十-ドもその自伝の中で天足会､不拡F三

運動について云及している｡①

ついで変法期の契啓超苛も不Ji足会を設立し､その叙などを研いているが､その背後には､苗国強

兵SBの一環として女性の労働力を獅 する意図力鳩 った｡③

変法糊に自ら不鎖足運動に参加した人としては､俳有為の孫､排同母がいる｡'&女は､｢桁兼的不

漁足会｣④という論文の中で､祖父畑有為の回想を述べ､不JA足運動の女性解放史上における意巣を

明らかにしている｡

っいで菊池氏の論文ti､⑤清朝のiA足の流行についてまず述べ､ついで西欧人の不斗足遊動に触れ

それがキリスト教的な人血主我に立つものであることを明らかにし､変法例の不親足金が女性解放と

約人教育､宙国徴兵辞の3つの側面を持っていたことを指摘している｡

戯後に小野和子氏の論文では､⑥変法派の不h足運動を女性解放運動の中に位斑づけることから説

き超し､革命裾の秋議女史､頼政肘主我者の何訂女史にまで言及している｡

本項では､変法遊動支持省によって担われ､hFJ人解放の一対を担･'た不組足会の実態を､不Jl足会

の投は､機能､参加者の面から明らかにして行きたいと考えるO

そして戯後に変法超勤における不jA足会の恋掛 こついても述べて見たいと思う｡
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1､不抜足会の投t

すでに述べたように外人五教師夫姿たちにより1895年天足会が再会されたが､政有為の自鰐年譜に

ょれは､同年彼は弟駄広亡と中国人の手になる最初の不i*足会を広如 )省城に設立している｡⑦その

後､光緒23年に上掛 こ嬢会としての上海不Ja足会が設立されるに及び広紫不払足はその分会となって

いる｡

いま､繋啓超の試井不JA足金簡明章程により､上海不Jd足会の訴 l灸､立会いの大意を見るならば､

1､この会の設軌 i､斗足をするようになった習tnをたずねると､もともと人情にかなうところ

ではないが､ただ､この習俗がすでに久しく行われているので､このようにLIj:ければ､結帖

をすることが困叔となったためである｡そこで矧 ここの会を創設し､金中の同志が互いに婚姻

を適するべきであり､避止しては11らない｡そしてどうかこの爽且を､段々と広め､満足の軽

削 見習を革めたい｡⑧

と述べており､冶足が､ヒューマニズムから出たものでなく､只習tRで長い間､絞けられており､

もしJ一足をしなければなかなか結婚が出来ないので､不■足会をもうけ､会中の人々が大いに結婚で

きるようにし､このような漣足の窓鼠を早くiTlめようと訴えてることが知られる｡

ついで､上海不≠足金の設置については､粟啓超年譜に

｢6月 (光純23年)､江穣郷､変孟準等と不雑足金を上掛 こおいて､別井した｡当会は､時務#r_

よって発超し､後に大同訳那 引こ､欄 等が引き継がれたが､蛾広仁に之れを経理させた｣⑨

とあり､光柑23年､6月､まず上鰍 こおいて､柴啓超が､圧排年や､変孟革とはじめて開いたこと

が知られる｡また､不幼足会は､r時務報.[をnt介として閑かれたこと､その後､ILI務が大同訳恐iう
に引き継がれ､頗広亡が経RTしていたことが知られる｡

設定場所については､柴削 己の r扶成政変刑 によれば､上臥 広軌 湖軌 福臥 新加故であり､ゆ

r長潮 経世文軒別 によれば､広架の鵬 ､南海棚 でも紋様されたことが知られる｡①っいで菊池氏

によれば､広誰では､省内に前述の噸患､南海棚 のはかに侍bZ､仏山､石山､大良､排村､赤化な

どに設定されたことが知られる｡⑳また王舶 氏によれば､広発ではその他に広州や飽LILにも分会が

生まれ､削 ヒでIま､孤 などに分会が設置されたことが知られる｡⑳

2､不JA足会の枚能

不せ足会の威能を明らかにするならば､車樫として前述の立会大意､入会費樫､会津牽程､開会前

控､提灯帝程があり､それによりその大体が伺われる｡

今各章掛 こついて検討して行く｡まず入会費掛 こついて考察すれば､この牽榎は以下の6灸よりなっ

ている｡すなわち､

2､凡そ入金Bに生れた女子は､冶足することはできない｡

3､凡そ入金掛 こ生れたg3子は､書足の女と結婚することはできない｡(これは､入会後朋子･t
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生んだ場合を指しているのであり､入会前男子がすでに長じて成人していれば､不土足の女を

要る可さではない｡あるいは入会者がまだ小さいければ､だ角者を釈ぶことはむずかしいので､

この例ではない｡)

4､入会者に生れた女子は､其の子がすでに淋足していれば､8歳以下ならはすべからく一糾 二

解くべきであり､もし9歳以上で解くことのできない者は､みな金浩軌 こおいて明らかにし､

会中の人達と蝦姻することを准してもらうべきである｡

5､入会者は､非の姓名､年齢､本槽､住所､職歴及び婆の姓､子女の名をひかなければならな

い｡(兼だ結婚の定まっていない省は倍､名前を報告し､すでに結婚の定まっている省は名を

報ずる必要はない｡)それを掲載して金籍の用に備えるべきである｡(共の方式は別に付して燐

に列す)

6､入会後､子女の生まれた場合は､その時々に名を報じ､挨刊の金譜に備うべきである｡

7､入金して名を報じた後は､棚 から女学を軌めるの歌一本を腔｡､入金の証拠とする｡㊥

とあり､入会者が女子を生んだならは､神足はできないし､男子を生んだ場合は､Jl足した女と結

婚させることはできないという原則が見られる｡また入会者の子女が8故以下の場合には､一御 こ績

足を解かせ､9故以上で抵足を脈くことが不可能な場合には､その旨､会掛 こ甘くことになっていた

ことが知られる｡その他､入会者の氏名､年齢､本倍､住所､履歴､逆子の姓名なども研くことにな ,

ており､子女が生まれた場合にも､その皮ごとに金華削こ載せることになっており､入会者には ｢女学

を勧める歌｣が贈られていたことが伺われる｡

つぎに金持牽桜は､2灸より成り､

8､会掛 ま､姓でfm分け､百人で-fIUとし､積年 1回印刷して入会者の家に配分する｡

9､開会の始めは､同志各々が持っている一つの掛 こよって入会を勧める｡これを串徳という｡

単語は､姓名をもって一冊としていない｡その年の終りに苓槽を捨金におさめ､族姓によって

排列して楕冊を校正する｡これを正幣という｡⑬

とあり､姓で冊に分け､百人を-fruとして侮年､全潰が発行され､入会者の家に配布され､入会者

はすべて登録され､金柑を有することが本体となっていることが知られる｡

つぎに開会牽捉は6条より成り､

to､本会の総会は上鰍 こ設け､暫くは､時粉稚刊をi.一与用して仕IJIを始め､各省に倍､分会を設け

る｡各州､爪､市の娘まりで入金人の多い所では､時に馳って′ト分会を設け､その所在地ここ､

税々と報に丑叫させ､債に戒告する｡

11､各捨金､分会には､その地に随って皆主金､副主会を立て､本会に功達の有る省をこれとし､

或いは､血7)Fの公準による｡定nはflく主に会例の再任をし､前脚を調透し､もし女学､新つ

等の印を瀬顎しないならば給料を受けない｡

12､各粗金､分会に債正中を設ける｡定員はなく､主に人に入金を勧め､また会例を議論して定
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め､甘井､金井は嘗同志をもってこれにあずからしめ､絵料は受けない｡

13､棒金には､司申4人を投け､分会には司TJl両人を設け､小分会には､司印 1人を設け､王に

各処の報名簿を収める｡

1 族性によって排列し､金将を印刷する｡

2 金箔を入金した家に分配する｡

3 fl金を寄附した人の姓名を並記する｡

4 毎年出入の柄冊を刊行する｡

5 司TPには､給料が見はからいで支治される｡(もし入会者が多申繋冗ならは､時に触って

講して司IJIを増設する｡)

14､本会の群横は50人を以って 1冊とする｡本金では等郷を摺り出して人に入会を勧め､1frSf_I

硫たした省があれば､すなわち､推して北砂とし､101fuになれば､すなわち小会を設ける｡

15､各会の司印については､主金､脚 が人を択び使用する｡⑩

とあり､不必定会の棒金が上掛 こ設置され､各省に分会が設けられることになっており､各州､各

県､各市で入会者が多い場合には､そこに小会を設けることになっていた｡また会を運営する役員と

してはまず､捨金､分会それぞれに功紐のあった人が､圭金､副立会に立てられ､会例の垢蜂､油紺

の調速に当たるが給料はffわない｡ついで､各棒金､分会に茄ZJTが正かれ人々に入会を勧め金例を定

める｡このrt)から菅井､金井を決めるが給料は受けない｡さらに総会､分会､小分会に司EJlを荘重､

枚仇紙や､入会者の名簿の作成に当り､給料を支給されていることが知られる｡

提出輩掛 ま5灸より成り､

16､本会が祉設した会所では､司叫に訪うて金貨と女学を勧める歌の本を印送する｡

22用が大変多くなり､方法を講じて捉肋をしなければならなくなっても､他人に寄附を載い

るのは宜しくないので､その人の入会を准し､入会者が寄附を厭えば寄付させる｡寄附はその

輔の多少については的尤しない｡数百銭の少ない寄附でもよいし､寄附をしなくてもよい｡

17､この会がもし､推行されて日々広がれば､それに輩する出用も益々多くなるが､入金の帖､

寄附金が越だすくなく､捷TEが支払えflいのではないかと恐れる｡国内の並PJ!に柄適していろ
1こ七

人達が､好んでその徳を行い､偵概して援肋を望み､その成に2!成するならば､天下にとって

こんなに事いなことはない｡

18､援助金､1葛岡の者は公けに推して主会とする｡10両以上の者は､公けに推して雷11主会とす

る｡立会､符旺 会は､梅坪姓､字､官位を成規掛 このせる｡銀肋金が5百両以上の者は､将来､

金蛇の中に神主を設け､これをだり､永久にtJtえ物をし､その高徳をおぼえる｡

19､本金は､梅坪賢金若-Tを沈めると､播それをEl軌 このせ､会軌 こつけたあとで､入金の家に

配分し､横u]紙にのせて､その大信を昭らかにする｡

20､本会が収めた入会金や寄附金は､年ごとにしらべて､蛭班を契たし､El鍬 こ載せた外にも余っ
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た金子があったならば､女学校や､母子の斬批杜､母子底院や､身よりのない寡揃を救済する

JA所を設けるのは皆､臨時の全課による｡将来､金が所有している一切の利益は､会中の人達

に平捌 こうるおすことができる｡①

とあり､金を維持発展させるために寄附金をつのっていること､また3'附した者の行為を永く覚え

てそれをたたえ､記掛 こ挟すこと､もしゆとりがあれば､女学校や母子の諸施設を作ること､会の利

益は､会Elが平等に受けられるようにする忠図を有していたことが知られる｡

血後に湖南省の不穎足金に見られる姪とりの実際についての湖南不斗足金嫁要章掛 こ触れておく｡

この章掛i､10条よりなり､次の様に見えている｡

耶 1粂 本会の立会いの主旨は､もともと会員の人達が互いに結婚を行い､j*足をしていないと

いう理由で世間に見棄てられないようにしたものである｡だから会活は､姓で冊を分け､列女

と年齢をはっきり載せ､金員が抽入を択び蛭とするのに用いる｡今この意味で不さ足会の嫁袋

帯程を定める｡

郡2粂 この会で皆互いに婚姻を通すべきであり､会外の人で*足をしていない者が婚姻を適ず

る以外は婚姻を遜ずることはできない｡

第3灸 この会は､互いに婚姻を遜すべきであると云っても､必ず年潔が相当すべきであり､両

家が.rl心から願うならば可能である｡あるlつの家を任掛 こ指して同じ会flであるからという

Rr由で載いて結婚させることはできない｡

節JL灸 同じ会の人でも戸筆削ま一つではなく､平楽両家の心が会い､両家の中に能力があり遼･く

に行くことのできる者は､結婚した方が良い｡志士は逝くへ嫁に出すのをさらう俗兄を戦除す

べきである｡

邦5集 結蝦を定める時､媒杓の婚廿をもって証拠とし､古式に似せて雁を礼物として用いよう

とする気持ちがあれば数種類の礼物を月える｡しかし､家の芯し向きに関係なく､いかに虫･+I

な家でも､捨て簡略を宜しとし､女の家は､すこしも法帖の礼物をねだることはできない｡

g!6灸 女の家はかがみ符を置くのを簡略化し､93の家では嫁のかがみ箱が好くないのを､にわ

かにおとっているとすることはできない｡

郡7粂 婚姻の礼は廃絶されて久しい｡古礼はすでに現状に適していない｡大清適礼によるのも

固より可能である｡どうしても世俗に従わざるを'得ない時にはそうするものも良いが､なるべ

く簡便なものを択び用うべきである｡

郡8灸 Jl足をしない女の場合､その衣姉は暗にかなったものを用いるべきである｡牝と牝下を

つけてタ‡裳と同式にし､このきまりは､会flが唐-掛 こし､奇矧 こ思われてはならない｡金il

がいぶかるなら､いよいよ抵蛸はしにくくなる｡

第 9灸 LLlのすべての列性で娘が賢くなるのを脚わない者はないであろう｡娘が学べば､よろず

の印をときあかさなければならない｡自分に娘がいないならば､自分の妻の賢くなるのを郁わ
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ない省はない｡だからFE本を出してその地方に女学むを祉てることを捉LE]する｡塾の大小は､

その力による｡他人の娘が学ぶのを助けることが､自分の婆の学ぶことを助けることにならな

いとどうしていえよう｡だから必ずまず女学が盛んとなり､その後に婚姻の本がただされそO

である｡

那10粂 以上の頚掛 i､その遵守して行い易いものを択んで実Zr的にならべたものであり､il=し

いかざりはしりぞけて､人々がせ理解してくれるように努めたものである｡もしこれらの邸が

遵守できないなら､何のために入金したかを復習すべきであ｡だから､はじめの入会の時に､

このようになることを考えて､後伽 )ないようにすべきである｡⑩

とあり､1灸から8粂まででは､不iA足の人達が結婚可能なために作った秘擬であり､お互いの苅

心と理解のもとに冊窯な捨桁を勧めており､第9灸では､正しいkJ:姫をするために女子の教育をその

基礎として提唱している｡第10灸では､これらのことを遵守することを勧めている｡

以上､各聴掛 こより､不JA足金の俵能を明らかにして来た｡すなわち､入会者が女子を生んだなri

はJ*足はさせられないし､明子を生んだ場合にはき足した女と結婚させることはできないという原則

があり､入金耕 土余年削こ記録され､捨金が上鰍 こ疋かれ各省に分会が掛 ナられ､役員には､主会､別

主会､逝IP､竹井､金井､司印などが設けられ､司ZITは実務を行い給料を山すことになっていた｡こf

た不jA足の人達が結婚できる組轍を作り､女子教-flも捉Iuされている｡

つぎに不漁足金の参加者について考察する｡

3､不地足会の参加者

前述もしたように不a足金は､中国各矧 こ作られたが､ここでは､総会である上海不紙屋金の暮､1】

者の階層捕成をケーススタディとして考案して行く｡これにより不払足会一般の参加者の階屈捕成()

手掛かりとしたい｡

史料により､上海不揚足会の参加者について表示して広く｡

氏 名 出 身

虫 世 A 河 南 新江岨

江 雌 年 薪 江 並 士

h 王 帝 広 東 革 人

取 特 出 広 来 革 人

破 過 典 湖 南 知 爪

4 NF ql 江 西 辞伸雄名不評(成育ねの郊)

呉 也 湖 雨

蛾 広 仁 広 如

刃 AiI 同 湖 南 候補知肘
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上海不池足会に参加した者でその名が判明するのは12名にのぼっており､逝n(正4品)l名､苛

価 (正5品) 1名､候補知府 (正5品) l名､誠士 (従7品)l名､革人2名､末流2名､不評3名

である｡その半数が中下扱官故であったことが知られる｡

その派別を見れば､⑩衰世軌は日和見主凍省で刷 師 系､変孟華は右派の麦孟準系に､安啓軌 i中

Jiu派の頗文系に37iq同は左派の討買同系に旅している｡すなわち､上海不冶足金は右派､中間派､左

派の合同により形成されていたと云ってよいだろう｡

っぎに出身地を見れば､河南 l名､漸江 1名､広瀬3名､江西 l名､湖南2名､広酉 1名､不評2

名であり､広舘の人が 1番多くそれについて湖南の人達となっており､広辞の康契系､変孟革系と湖

南の訂詞同系の合作であったことが知られる｡

4､不は足会の.tも

以上､不納足会の蚊立の過程とその内答について見て釆たが､朽軌末期の中国社金において､紗)']t

の軌 J:をIL]えることは､勇気を必要とすることであり､大変困難な英であ-'たと思われる｡またたと

え柴格超の考え方の中にT-a国強兵取の一環としてArJ人の労働力にG･目した面があったとしても､ぎLさ

の中国からすれば兼LL'有の印であり､これは女性観を和本的に変えることにつながる｡このような々

え方の不班足会が4)国の各地につくられたことは中国の近代化にあずかって力があったと思われる｡

この点で特に紳嗣同が研いた湖南不漁足会蜂輩紫掛 土偶く評価されて然るべきだと考える｡すなわち

彼の考えの根底には女性の地位を高めようとする考え方があり､また女性が学問し､親足から自由'こ

され､亡l由な一個の主体となるよう意図していたことがうかがわれるのである｡

かくして変法糊における学会の運動の中で不j一足会は女性の解放とその地位の向上をめざした中国

の近代化に鞘J#的役割を果たすものの-つとして評価できるであろう｡たとえ戊成政変によって不a

足会が禁止されたとしても､この新しい女性解放の思軌 士次の新政運動において､復活するのであそ｡

またこれは小野和子氏も云われているように女性解放史上の-時好Jをなすものと見ることができるt,)

であろう｡

おわリに

以上､三教師から中国人変法派の手にゆだねられた不軸足会のあらましを考案した｡

まず､不鎖足会は､担足の悪習をやめるために光帖23年､上掛 こ捨金が設けられ､それが各地に分

会､小分会として､普及していったことが知られる｡

伎能としては､女子が生まれたならは組足をしないし､91子が生まれたfi'らは､紙屋の女子とは.,7
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婚しないことが前提とされ､入金都 ま会掛こ記iaされ､致棟の役員が正かれ､不Jd足会の会Jaが結婚

できる拙鞍を作り､女子教育が提唱されさていたことが明らかになった｡

参加者としては変法右派､中間派､左派の合同による申下扱官鰍 こよって構成されており､とくに

広RT不抜足会には､広有為の孫が東際に加入している｡またその出身地としては上海戦学会において

は､広Rf､湖南にかたよりが見られる｡

不冶足金の忠雄としては女性解放の遊動の一環として考えることができ､変法期の学会の性格と_

ては､啓穀的な役割を媒たしたことが知られる｡

椴後にこの不線足会の運動は政変によって帝圧されたが､その勢いをおさえることはできず､)9O3

年頃から新政運動の一環として役活するようになり､一段と抽入の解放運動を市蜘させ革命運動に接

摸して行くのである｡

第四飾 ま と め

苅三牽苅一節では啓蛍的組横の概椴を行い､第二姉として成鶴片健全を取り上げた｡同会は､丁へ

ン吸飲をやめ､労働力を確保するため光拙24年 (1898*)に設立された｡嬢会が､日本模索の中ET3L,て

同学校におかれ､分会が広riLf､香港､湊門､上海､広酉などに置かれた｡横能としては､全日は豊La

され､金持が明らかにされた｡役Llとしては､捨金には北郷､司郡が放かれ､分会には分会長､司可

が班かれた｡成功片健全の性格は､啓崇的な役割であったが､労働力を確保する経済的なCIq面も忠l召

された｡

第三節では､女性の啓F!12的な学会として､不Bl足会を取り上げた｡不満足金は､抵足の憩宵をやめ

させるために､光緒23年 (1897年)上鰍 こ不滅足金の捨金が設立され､各地に分会､小分会として15rA

及した｡使徒としては､女子が生まれたならば耳足をしないし､男子が生まれたならば､抜足の女 F'･

とは籍桁しないことが前提とされ､入会者は金紗 こ記録され､不尽足会の会凸が結婚できる組轍を作･･･

ていた｡

参加&は､変法各派の中下故の官鮫によって構成されており､上海不耗足金では広兼､湖南に出身

地のかたよりが見られた｡その患鏡としては､女性解放の一環として､啓駿的な役割を射したと考え

られる｡
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